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特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援センター紹介
設置主体（５市１町）

平成23年10月開設

①職員数 14人（設置時3人）

・センター長 （専門相談員兼務）

・専門相談員 10人（社会福祉士）

・事務員 3人（支援員兼務）
②事業内容

◇６市町の中核機関を受託
（広報啓発・相談・市民後見推進・受任調整・
後見人支援・協議会の事務局）

◇独自事業 法人後見

・瀬戸市・尾張旭市・豊明市
・日進市・長久手市・東郷町
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尾張東部地域で活躍する市民後見人を紹介
（厚生労働省HP成年後見はやわかり

https://guardianship.mhlw.go.jp/）終了 66名
市民後見人へのリレー 11名
法人後見累計 133名 （令和6年8月31日現在）

５市１町人口合計 477,502人
（令和6年4月1日現在）

後見 保佐 補助 合計

認知症 12 9 3 24

知的障害 7 ２ 0 ９

精神障害 11 4 2 17

高次脳機能障害 4 ０ 2 6

合計 34 15 7 56

【受任者の約57％は障害のある人】

市民後見人バンク登録者数 累計９４名

受任件数 累計44件 （令和6年8月31日現在）



① 子どもが２０歳をすぎると、親だからといって取り消すことは
できません

※2022年4月民法改正 18歳成人

判断能力がなかったことを後から証明することは困難

② 契約の相手方も、取り消されると困るため、必要な契約も
してくれないこともあります。

判断能力が十分でない人が、契約社会のなかで生活に困らない
ように成年後見制度を制定
介護保険制度がスタート→措置から契約へ（平成12年）
障害者自立支援法→措置から契約へ（平成18年）

契約社会と成年後見制度



消費者被害の事例

Aさん（28歳）知的障害（軽度・自閉症）

• 両親と3人暮らし

• 友人に借金の連帯保証人になってほしいと頼まれて

「友達だろう」と言われてよくわからないままサインした。

友人は債務の返済をせず、連絡不能となった。

消費者金融から債務弁済の通知が届き、両親が理由
を説明するも「本人が保証人とわかってサインした」と
取り合ってもらえず、200万円の債務を負った。



Aさんの両親から相談を受けました

あなたはどうしますか？



契約能力がなかったことを
あとから証明することは難しい



成年後見制度利用促進の必要性と課題
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成年後見制度の利用の促進に関する法律
平成28年5月施行

成年後見制度利用促進法第3条
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出典：厚生労働省資料

≪地域連携ネットワークの役割≫
➢権利擁護支援の必要な人の発見・支援
➢早期の段階からの相談・対応体制の整備
➢意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築

権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり



愛知県の中核機関体制整備状況

愛知県の特徴

広域行政によるセンター設置4か所 愛知県内の広域市町設置率（45％）

・NPO法人知多地域権利擁護支援センター9市町

・NPO法人尾張東部権利擁護支援センター6市町

・NPO法人尾張北部権利擁護支援センター4市町

・NPO法人海部南部権利擁護支援センター3市町

広域センター設置のメリット
・スケールメリット
・運営費用負担の軽減
・行政担当者の異動による影響が少ない

愛知県内中核機関設置済47市町 87％
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あなたの地域の中核機関を
確認しましょう



第2期成年後見制度利用促進基本計画における
中核機関の役割

中核機関とは地域連携ネットワークのコーディネートを
担う中核的な機関や体制であり以下の役割を担う

①本人や関係者等から権利擁護支援や成年後見制度に
関する相談を受け、必要に応じて専門的助言を確保しつ
つ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施する
ためのコーディネートを行う役割

②専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために
関係者のコーディネートを行う役割（協議会の運営など）
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チームを支えるための支援機能
主語「福祉・行政・法律専門職などが」

機能を強化するための地域の体制作り
主語「地域連携ネットワークの関係者が」

これら全体コーディネートを担う役割＝中核機関
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出典：厚生労働省第2期成年後見制度利用促進計画概要版



広報・相談（相談支援機能）

中核機関が主催する
様々な研修・講演会

相談事業（本人・親族・関係者）

相談実績から見える
相談支援との連携成果

相談者種別割合

講演会

出前講座・家族会など

勉強会・研修会

成年後見セミナー

• 住民向け勉強会

• 行政職員・福祉関係者等勉強会

• 福祉職向け勉強会

• 専門職（法律/医療/福祉/行

政）のための権利擁護研修会

• 行政/医療/福祉職のための実務

研修会

• 年間30～40回開催
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チームを支えるための支援機能
制度利用が必要な人を適切につなぐ
ための取組
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11年間で約90倍の増加

尾張東部圏域の首長申立ての推移

センター設置後11年半で271件

H12～
H22

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 合計

瀬戸市 2 0 7 3 9 5 2 11 7 9 9 18 8 88

尾張旭市 0 1 2 7 4 3 4 6 3 6 6 4 3 49

豊明市 0 5 11 1 3 4 3 4 3 2 2 8 7 53

日進市 0 1 5 3 3 3 5 1 4 6 3 2 3 39

長久手市 0 0 2 1 3 0 2 0 1 3 4 1 4 21

東郷町 1 0 0 2 4 0 2 1 6 1 3 2 0 21

合 計 3 7 27 17 26 15 18 23 24 27 27 35 25 271

↑H23年10月センター設置

平成12年から
平成２２年まで

11年間で３件

H12～H22 H24H23 H26 H27H25 H28 H29 H30 H31 R2 R3

－権利擁護支援の地域連携ネットワーク推進の成果－

R4
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１. 後見人等の候補者
２. 市民後見人専門相談
３. 権利擁護一般専門相談
４. 各種法律手続き依頼

（相続、債務整理等）
５. 司法 医療 福祉 合同研修会
弁護士27名 司法書士47名

計７4名登録（令和6年４月）

法律専門職とのネットワーク構築の工夫

「成年後見制度利用支援事業要綱」の５市1町共通整備
専門職後見人の報酬担保

専門職協力者名簿登録制度（H26～）

法律専門職との連携ツールの仕組み作り ①利用支援事業整備②名簿の整備

独自の連携システムを構築
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地域の体制づくりのための取組
コーディネートの例

チームを支えるための支援機能
適切な後見人候補者の調整



6市町社会福祉協議会（日常生活自立支援事業担当者）との連携
→日自から成年後見制度へのスムーズな移行

ミーティングにおけるPT（プロジェクトチーム）による活動

そろそろＰT そろそろシート作成・試行的実施（連携ツールの開発）

6市町の日常生活自立支援事業担当者
生活困窮者自立支援事業担当者ミーティングの定例開催

令和3年度から生活困窮者自立支援事業担当者ミーティング参加拡大

地域の体制づくりのための取組
コーディネートの例

PTの３年間の成果

①相談件数・移行の促進

②そろそろシートの開発

③日自の出口支援の視点

●日自事業から成年後見制度へのスムーズな移行
●成年後見制度から日自へのスムーズな移行への活用
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担い手の育成支援 （市民後見推進事業）

法人は市民後見監督人
としてバックアップ

●市民後見推進事業により市民の参加による
地域連携ネットワークの構築

●専門職、各市町社会福祉協議会、家庭裁判所
との連携推進

瀬戸市広報紙掲載

年 度 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5
受任率

（％）

バンク登録者数 19 19 38 35 43 39 55 55

※法人後見からの
リレー累計

4 4 5 6 7 10 11 11

※専門職からの
リレー累計

0 0 0 0 0 3 3 3

受任者累計 5 10 12 19 20 29 34 40 60.6％ 18

地域の体制づくりのための取組
担い手の育成の例



第2期成年後見制度利用促進基本計画
成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方
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成年後見制度の利用促進は、全国どの地域においても制度の利用を必要とする
人が尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整備して、本人
の地域社会への参加を目指すものである。本人の自己決定を尊重し、意思決定
支援・身上保護も重視した制度の運用とすること

参考：第12回専門家会議資料

－地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進－



成年後見制度の基礎理解および
意思決定支援の基本的考え方

① 成年後見制度利用促進法と中核機関

② 成年後見制度の基礎理解

休憩

③ 意思決定支援の基本的考え方



成年後見制度の概要

法定後見制度

後見 保佐 補助

任意後見制度

将来

型

移行

型

即行

型

判断能力が不十分
な人が対象
家庭裁判所の審判

認知症や障害に備えて
あらかじめ自分で
選んだ人と
任意後見契約を締結

判断能力に応じた３類型
類型に応じて支援する内容が異なる
家庭裁判所が後見人等を選任する

自分で選んだ人に代わりにし
てもらいたいことを契約しそ
の内容を公正証書で作成する
死後委任契約・見守り契約・
財産管理契約など契約できる



成年後見制度とは

成年後見制度では、判断能力が不十分な方に後見人

等（法定代理人）をつけて本人の望む暮らしの支援を

法律行為や財産管理を通して行います。

お財布の中身をみながら本人の生活を共に考える



程度 類型 援助者 援助される人 援助のための権限

重度の人 後見 成年後見人 成年被後見人 包括的な代理権

中度の人 保佐 保佐人 被保佐人 法定同意権 + 限定代理権

軽度の人 補助 補助人 被補助人 限定同意権 + 限定代理権

成年後見制度 ３つの類型

補助

保佐

後見

判断能力が十分 判断能力の
足りない部分を、
援助者をつけて
援助する

判断能力が不十分

判断能力
類型、後見人等は
家庭裁判所が
決める

※日用品の購入その他日常生活に関する行為は取消しができない



障害のある人の相談事例

B型事業所の利用者でもある知的障害のあるAさ
んが（療育手帳B 中程度）ひとりでショッピングに
行った際に宝石を勧められ、４０万円のローンを組
んで購入しました。収入は障害年金（月額約6万
円）と工賃（2万円）です。
母親は困ってあなたに相談をしました。

Q1 あなたはどうしますか？



障害のある人の相談場面

相談場面から

成年後見制度を理解しましょう

映像をごらんください



本人にとって必要な支援とは

成年後見制度は時に劇薬的な効果はありま
すが万能薬ではありません

本人にとってなるべく制限の少ない支援方
針の検討が必要です

誰かにお金の管理をしてもらう…

自分だったらどうですか？



成年後見制度と日常生活自立支援事業

成年後見制度 日常生活自立支援事業

判断能力 判断能力の不十分な方
医師の診断書
または精神鑑定

判断能力は低下しているものの事業
の意味を理解して契約締結ができる
方

手続き 家庭裁判所へ申立
後見・保佐は本人同意なくて
も申立てが出来る

社会福祉協議会へ相談 申請契約
本人自身の利用意思 契約締結能力

費用 申立費用 １３，０００円程
度
（鑑定費用３万～５万円）
専門職後見人への報酬

生活保護受給者は無料
利用援助、金銭管理サービス
１回１２００円
書類預かり 年間３０００円

権限 類型によって異なる
法的権限

日常的な金銭管理、
福祉サービスの利用支援

終了 本人の死亡
判断能力の回復

本人の死亡
本人の自由意思で解約可能
実施期間からの解約



成年後見制度ではできないこと

後見人には出来ないこと
• 医療同意
• 身元保証・身元引受
• 身分行為
（婚姻・離婚・認知・遺言など）

後見人の役割ではないこと
• 実際の介護や身の回りの世話（事実行為）
• 病院受診の付き添い
• 葬儀、永代供養 など
• 緊急連絡先となること
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身元保証や医療同意への対応

◆施設や病院で求められる身元保証人の主な役割
• 費用の支払い
• 緊急連絡先
• 身元引受 円滑化法、墓地埋葬法、事務管理

◆身元保証人署名への場合の対応
身元保証人 成年後見人 ○○ と署名

◆医療同意への署名について
○○に同意します 説明を聞きました

成年後見人○○と署名
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円滑化法（民法873条の２）死後事務について

• 成年後見人は、本人が死亡した場合において、必要があるときは、
本人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が
相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をす
ることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判
所の許可を得なければならない。

• 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

• 相続財産に属する債務（弁済期が到来しているものに限る。）の弁
済

• その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の
保存に必要な行為（前二号に掲げる行為を除く。）
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※ 上記は成年後見人のみに規定 （保佐・補助の場合は事務管理または応急処分義務）



「成年後見制度利用促進専門家会議」における
制度の見直しに関する指摘事項(第2期計画）

○ 成年後見制度の有期的利用の可否

・他の支援による対応の可能性も踏まえて本人にとって適切な
時機に必要な範囲・期間で利用できるようにすべき

○ 成年後見制度の３類型の在り方

成年後見制度の３類型（後見・保佐・補助）を廃止して、事案に応じ
て権限を付与すべき

○成年後見人の柔軟な交代

本人が必要とする身上保護や意思決定支援の内容やその変化に
応じ後見人等を円滑に交代できるようにすべき

－令和6年4月～令和7年3月 法制審議会での議論の最中－



申立ての流れと費用

①本人・配偶者・４親等内の親族が申立

家
庭
裁
判
所

③成年後見人を選任・登記 東京法務局

④登記証明書をもって
本人の代理など本人のため
後見活動をする

成年後見人

※成年後見登記に関する証明書については、住所・本籍にかかわらず、全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課窓口で申請できます。

銀行など

②
調査
鑑定
審問

書類作成を
司法書士等に依頼

裁判所
申立費用

鑑定費用

後見報酬



登記事項証明書

保佐・補助の場合にはそれぞれ代理権や同意権がお一人ずつ異なります
保佐人・補助人が支援できる内容について登記事項証明書に明記しています



後見人等への報酬

１成年後見人等は家庭裁判所へ定期的に事務報告書を提出します。

２後見人等は家庭裁判所へ報酬付与申立てを行うことが出来ます。

３報酬額は裁判官が後見人の事務の内容等を考慮して決定します。

裁判官に
よる審判

財産
管理

身上
保護 後見報酬

後見人の事務の内容等

など
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低所得の方への助成制度

低所得の方には成年後見制度が利用できるよう、

市町村による成年後見制度の助成制度があります。

（みなさんの地域の利用支援事業を調べてみましょう）

12
※申立費用・後見人等への報酬助成



法 人
市民後見人

弁護士 司法書士 社会福祉士

専門職後見人

中核機関＝ 課題に応じた候補者の調整

弁護士会 司法書士会 社会福祉士会

紛
争
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待
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・土
地
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買
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出典：専門家会議資料



法人後見の育成
第二期基本計画における「担い手の確保・育成の推進」に関する記載

〇基本的考え方

制度の利用者増に対応するための後見人等の担い手確保、比較的長期
間にわたる制度利用が想定される障害者や、支援困難な事案への対応
などの観点から全国各地で取組を推進していく必要がある。

社会福祉協議会による後見活動の更なる推進及び
社会福祉協議会以外の法人後見の担い手の育成も必要

〇法人後見実施のための研修カリキュラムの周知等（略）

○都道府県による法人後見実施のための研修の実施と交流支援（略）
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4.法人後見の育成・確保の必要性
（54市町村）

2.法人後見業務の担い手養成・育成を
行う団体・組織のある市町村 （市町村
委託の社協等を除く）（54市町村）

3.成年後見制度法人後見支援事業の実施状況 （令和３年度）（54市町村）
（１１市町村・複数回答）

5.市町村単独による法人後見の育成・確保
（41市町村）

1.法人を行う団体・組織のある市町村
（市町村委託の社協等を除く）
（54市町村）

（36市町村・複数回答）

法人後見実施機関育成における課題

出典：愛知県社協 令和4年度成年後見制度推進会議人材養成に関するワーキングG資料

1.法人後見の育成・確保の必要性は４１市町村、全体の約７６％が感じている。

2.一方、必要性を感じる４１市町村において、単独での法人後見の育成・確保は３６市町村、全体の約８

８％が困難と感じている。

3.その理由は「人材不足」「知見が乏しい」「財源確保ができない」等が挙げられている。



Ｎ社会福祉法人による
公益的取組としての法人後見実施の相談（尾張東部圏域）

意識の醸成

事業準備
（公益的取組としての

自主事業）

人材育成

課 題

• N社会福祉法人理事長（地域福祉計画策定委員や自立支援協議会
委員等を務める）からの相談

• 障害者の親からの相談が多い
• 法人としても地域の権利擁護を一緒に考えたい

• 専門家会議資料 法人後見考慮要素を参考
• 行政への相談承認 定款変更
• 利益相反の回避 同法人の入所者以外を受任対象

• 中核機関が実施する研修に参加 全４回
• 成年後見制度実務講座
• 成年後見制度の基礎知識等
• 具体的活用事例など

• 法人後見実施団体を育成するための周知や研修カリキュラム
• 法人間の交流や地域への周知啓発



本人⑨

本人⑩

本人⑪

法人後見実務の実際（A社協の例）

本
人
②

本
人
①

本
人
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本
人
③

本
人
⑥

本
人
⑤

本
人
⑧

本
人
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支援員A 支援員C

専門相談員❶

支援員B

本人⑳

本人㉑

本人㉒

本
人
⑬

本
人
⑫

本
人
⑮

本
人
⑭

本
人
⑰

本
人
⑯

本
人
⑲

本
人
⑱

支援員D 支援員F

専門相談員❷

支援員E

※ 法人後見を実施している社協は28％（全国1741社協のうち490社協が実施） 令和元年9月時点



法人後見実務の実際（あすライツの場合）

〇担当者の交代は基本的に行わない
〇交代の場合は本人同意のもと負担や影響の少ないように配慮して行う



（１）身上保護：相談員による担当制 （支援員による買い物等の分担）

相談員が
担当

・本人面談による相談

生活状況の把握

・契約行為

・行政手続き

・各種申請

・ケース会議出席・開催依頼

・銀行での手続き

・買い物、金銭のお届け

法人後見実務の実際（あすライツの例）

【自宅や施設でのご本人との面談の様子】

【ご本人がセンターに
来所されることもあります】

支援員が
担当

家電用品の買い替えなど



法人後見実務の実際（あすライツの例）

身上保護の重視 法人後見のデメリット（顔の見えない後見）の回避

1.相談員1人あたり10人までの担当制
本人との関係性を重視

３.職員会議にて法人受任している全員の被後見人等の状況を全職員が共有する
（月1回）

①担当相談員による個別の後見支援計画
書をを作成
②相談員会議（社会福祉士8名）にて
共有しスーパービジョンにより修正

③更新作成（定期報告時に見直し）

相談員会議 月2回

本人からの頻回な電話
多機関からの事務連絡等
誰が出ても内容がわかる

2.後見支援計画書の作成（担当相談員）



（２）金銭管理

あすライツによる法人後見の実務の実際

不正やミスを防止するために複数で分担する仕組み（不正が起こらない環境をつくる）

① 施設等より相談員が請求書を受領（本人請求含む）

② 相談員が内容・金額を確認し、出金伝票を起票（請求書・領収書添付）

③ センター長が内容・金額を確認

④ 出納担当者が金融機関で出金・振込

（出金金額・振込金額等通帳確認）

⑤ 出納担当者が通帳に支払先等の内容記入

⑥ 経理担当者が通帳からの出金金額や振込金額等を確認

⑦ 相談員が本人に生活費などをお渡しする



市民後見人とは

市民後見推進事業は平成20年度から始まりましたが、これまで市民

後見人の統一した定義がありませんでした。

そこで、第2期成年後見制度利用促進基本計画で定義を定めました。

市民後見人とは、判断能力が不十分な本人の、

その人らしい暮らしを支えるなどの社会貢献のため、地方公共団体等

が行う市民後見人養成研修などにより一定の知識や技術・態度を身

に付けた専門職や親族ではない地域住民であって、家庭裁判所に

よって後見人等として選任されている人を指します。
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市民後見人の活動の様子

映像をご覧ください



成年後見制度の基礎理解および
意思決定支援の基本的考え方

① 成年後見制度利用促進法と中核機関

② 成年後見制度の基礎理解

休憩

③ 意思決定支援の基本的考え方
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意思決定支援とは何でしょうか？

後見事務のガイドラインでは、判断能力が低下した本人で

あっても、「自分のことは自分で決める」ことができるという

考え方に立っています。

意思決定支援とは、支援者らが、本人に必要な

情報を提供したり、本人の意思や考えを引き出

したりして、本人が「自分で決める」のを支える

ための実践のことをいいます。





自分で決めることの支援

• 情報を提示されて自ら選択すること

• その情報を知って、体験したりすること

• 自らの選好によって決める経験をすること

いちばん嫌なのが、わからないからといって、見た目の行動だけで
気持ちまで決めつけられることです。
答えられなくても尋ねてくれたらいいのにと思います。
僕について話しをしているにもかかわらず、まるで僕がそこにいないかのような
態度をされると傷つきます
自分はその辺の石ころみたいな存在なのだろうか。

「自閉症の僕が飛び跳ねる理由」東田直樹

障害のある人たちを障害により自分で物事を決められない人たちだとして
本人のためにいろいろなことを決めてきた支援者のしてきたことは、
彼らの「自分のことは自分で決める」の権利や、
かけがえのない人生を奪ってきたのではないでしょうか。



日常生活場面での気づき（障害児の母）

小さい時から外食時、毎回食事の途中で怒り出し泣きわめくので、

その場から連れ出さなければならず、当時はその理由がわからな

かった。

ある時、怒り出した際に好きなものを食べさせたところ、落ち着きを

取り戻したので、本人が自分の好きな順番に食べたかったのだと

分かった。

それ以来、次に食べたいものを聞くと、自分（母親）の手を持って

『これ』と指し示すようになり、以前のように泣きわめくことは無く

なった。食事をする際に介護者が思うままに食べさせていたことに

気づいた。



出典：厚生労働省LIFE意思決定支援の基本的考え方～だれもが『私の主人公は私』







わかりやすい情報

食べる（介助をうけて）
意思を伝える

これ

本人に必要な情報を提供したり、
本人の意思や考えを引き出したりして、

意思決定支援とは、支援者らが、

本人が「自分で決める」のを、

支えるための実践のことをいいます。
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ミニワーク
こんな時、あなたなら、どうしますか？

引用：厚生労働省「ご本人らしい生き方にたどりつく意思決定支援のために」



意思決定支援とは？

「実現できないA」か「実現できそうなＢ」かの
どちらかを選択させるのが意思決定支援ではありま
せん。

本人が「Aがいい」と表現していることの真意、
おもいを受け止めて、「新たなC」という選択肢を
一緒に編み出していくということも考えられます。



意思決定支援の留意点（障がい者団体からの意見）

＊自分のことを自分で決めることについて
支援者が感じるよりも大きなストレスを当
事者は感じていると思う。

＊自己決定（意思決定）は当たり前であり
ながら本人が負担に感じ、パニックや再発
を誘発することもあるという意識をもって
支援することが必要。

→意思決定を強要しない



意思決定支援とは？

意思決定支援
Supported Decision-Making

本人に意思決定をさせることが
意思決定支援ではありません

今決める必要が無いことを決めることを
強制しないことも大切な支援

「この人になら言える、
伝えられる関係性をつくること」
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意思決定支援と代行決定との比較

項 目 意思決定支援 代行決定

本人の判断能力
（意思決定能力）や
法的能力の存否

本人に能力がある＝支援者
は本人の決定をサポート

本人に能力がない＝支援者
が代わりに決定する

本人の法的位置づけ 権利代行の主体 保護の客体（対象）

支援（決定内容）の基本方針
「本人らしさ」が基準
愚行権（愚行の自由）も基本
的には保証される

客観的な価値観、社会の標
準的な価値観を重視

重視される能力の主体
支援者の能力（支援者の意
思決定を支援できる能力の
有無）

本人の能力（本人に能力が
ないことが代行の条件）

正当化原理 自己決定権 パターナリズム



後見人等への意思決定支援研修（国研修）

令和2年～3年度実施（約４３００名受講）

62
令和3年度厚生労働省委託事業



後見人等への意思決定支援研修 資料



あなたの後見人が面会に来ました
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考えてみましょう

Q１ あなたが本人だったら
どんな気持ちになりましたか？

Q2 もしあなたが後見人だったら
どのように対応しますか？



あなたが後見人だったらどうしますか？

66

居室に傘がいっぱい
片付けられない

課題を
解決・改善
したい

本人の状況 施設職員 後見人

この傘、
どうしますか？

（あなた）



意思決定支援の基礎理解



意思決定支援の前提として理解する
－本人と支援者の本質的な関係①－



これまでのチーム像

本人とともに課題を解決していくチーム像



1 意思決定支援と代行決定 意思決定支援及び代行決定のプロセス原則











あなたのことをもっと知りたい
対話を重ねる





先延ばしにできない
他に手段がない
必要最小限の範囲





事例の概要

• 重度心身障害者であるAさんの胃瘻造設について、

本人への説明と選択における課題

• 成年後見制度では、医療同意は認められていない

• その中で、本人の意思決定支援およびＱＯＬの視

点から成年後見人として介入した事例

（１）重度心身障害者に対する意思決定支援
（２）意思決定支援におけるエンパワ－メント
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